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　町では平成26年度より、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、空き家の解体及び撤去に係る

費用の一部を補助する「空き家等解体撤去事業補助金」制度を実施しております。空き家の「解体・撤去」

にお困りの方は、制度の活用をご検討ください。

　なお、本制度は平成28年度で終了しますので、制度の活用を検討される方はお急ぎ下さい。

空き家の解空き家の解体体・・撤去にお困りではありませんか撤去にお困りではありませんか？？

●対象となる建物
　この補助事業の対象となる「空き家」とは、町内にある居住していない住宅、もしくは、今後住む予定がな

くなる住宅です。

●補助対象者
①空き家の所有者　②空き家の所有者から解体・撤去の委託を受けた方

※いずれも町税等を滞納していない方に限ります。

●補助対象経費
　解体撤去業者による空き家の解体及び撤去に要した経費（消費税及び地方消費税の額を除き50万円以上の

もの）で、家財道具の処分経費は除きます。

●補助金の額
　町内業者を利用した場合は補助対象経費に100分の30を乗じて得た額、町外業者を利用した場合は補助対

象経費に100分の20を乗じて得た額。（上限60万円）

●申請書類
①補助金交付申請書　②空き家の位置図・現況写真　③空き家の解体及び撤去にかかる経費の見積書

④登記事項証明書または固定資産税課税台帳記載事項の証明書　⑤納税証明書

⑥委任を受けた方が申請する場合は、所有者の委任状

※必要に応じて、上記の他に書類等の提出をお願いする場合があります。

　◎問い合わせ先　企画振興課企画振興係（内線208）　
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「おびまる」は小平町公認キャラクターです。町民みんなでＰＲしませんか？デザインデータは「企画振興

課」にあり、データはどなたでもご利用いただけますので、ご利用をお考えの方は是非ともお問い合わせ下

さい。シールやパッケージ等、どのような使い方でもＯＫです。

　なお、デザインについては40種類ご用意しております。

　◎問い合わせ先　企画振興課【電話56－2111（内線207又は208）】　

　「おびまる」は平成26年８月に誕生した“小平町のＰＲキャラクター”です。

　「おびらの特産品まるごと」が名前の由来。小平町の新鮮な海と山の幸をたくさん食べていたのでこの姿

に。好奇心旺盛で優しい心をもち、今日も「小平町のおいしい」をＰＲし続けます。

○ 顔 → 道内唯一のアイボリーメロン

○ 角 → とろける柔らかさの小平牛

○ 胴体 → 茶碗によそった小平米

○ ネクタイ・手 → 肉厚のホタテ

○ マント → 柔らかい旨みたっぷりのタコ

○ 靴 → ピチピチとれたての魚

～～町町民民みみんんななでで活活用用ししよようう！！～～

「「おおびびままるる」」ととはは？？

おお びび まま るる小小平平町町ＰＰＲＲキキャャララククタターー


